
市
か
ら
の
お
知
ら
せ

子
育
て

健
康
・
福
祉

文
化

各
種
相
談

ス
ポ
ー
ツ

イ
ベ
ン
ト

お知らせ

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

子
育
て

健
康
・
福
祉

文
化

各
種
相
談

ス
ポ
ー
ツ

イ
ベ
ン
ト

高
齢
者
保
健
福
祉
事
業
の
推
進

　
市
の
人
口
は
減
少
傾
向
で
す
が
、
65
歳

～
74
歳
、
85
歳
以
上
人
口
は
し
ば
ら
く
増

加
す
る
見
込
み
で
す
。
ま
た
、
高
齢
者
の

み
の
世
帯
、
認
知
症
を
有
す
る
高
齢
者
の

増
加
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
介
護
が
必
要
な

状
態
に
な
っ
て
も
、
で
き
る
だ
け
住
み
慣

れ
た
家
庭
や
地
域
で
暮
ら
し
続
け
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
、
医
療
、
介
護
、
予

防
、
住
ま
い
、
生
活
支
援
を
一
体
的
に
提

供
す
る
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築

が
重
要
な
課
題
で
す
。

地
域
で
支
え
る
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
強
化
を
目
指
し
て

高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
第
７
期
介
護
保
険
事
業
計
画

　
市
は
、
高
齢
者
の
保
健
福
祉
施
策
の
基
本
的
な
考
え
方
や
目
指
す
べ
き
取
り
組
み
を
総

合
的
・
体
系
的
に
整
理
し
、
制
度
改
正
へ
の
対
応
と
将
来
の
展
望
を
見
据
え
安
定
的
な
運

営
を
図
る
た
め
、「
高
齢
者
保
健
福
祉
・
第
７
期
介
護
保
険
事
業
計
画
」を
策
定
し
ま
し
た
。

計
画（
平
成
30
～
32
年
）の
主
な
内
容

　
市
の
試
算
で
は
、
第
７
期
計
画
期
間
に

お
け
る
認
定
者
数
は
第
６
期
計
画
期
間
に

比
べ
、
３
年
間
の
平
均
で
約
２
％（
50
人
）

程
度
、
１
カ
月
当
た
り
サ
ー
ビ
ス
延
利
用

者
数
は
約
８
％（
２
５
０
人
）程
度
増
加
す

る
も
の
と
見
込
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
平

成
31
年
10
月
か
ら
の
消
費
税
率
の
引
き
上

げ
や
、
介
護
職
員
の
処
遇
改
善
な
ど
に
よ

る
影
響
を
勘
案
し
、
介
護（
予
防
）給
付
費

は
、
３
年
間
で
約
８・
４
％（
11
億
円
）程
度

増
加
す
る
見
込
み
で
す
。

　
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
今
後
も
制

度
の
安
定
的
な
運
営
を
図
る
た
め
、
介
護

保
険
事
業
計
画
に
基
づ
き
、
保
険
料
の
改

定
を
行
い
ま
し
た
。

　
な
お
、
被
保
険
者
の
負
担
能
力
に
応
じ

て
き
め
細
か
く
対
応
で
き
る
よ
う
、
第
６

期
に
引
き
続
き
、
低
所
得
者（
第
１
段
階
）

の
負
担
軽
減
と
所
得
段
階
の
多
段
階
化（
12

段
階
）を
継
続
し
、
各
被
保
険
者
の
所
得
段

階
に
応
じ
た
保
険
料
を
設
定
し
ま
す
。

◉
特
別
徴
収

　
年
額
18
万
円
以
上
の
年
金
を
受
給
し
て

い
る
人
は
、
年
金
天
引
き（
年
金
特
別
徴

収
）と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
次
の
よ
う

な
場
合
に
は
、
一
時
的
に
納
付
書
か
口
座

振
替（
普
通
徴
収
）で
納
め
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

①
年
度
途
中
で
65
歳
に
到
達
し
た

②
年
度
途
中
に
市
内
へ
転
入
し
た

③
年
度
途
中
で
保
険
料
変
更
が
あ
っ
た

④
年
金
を
担
保
に
借
り
入
れ
し
て
い
る

⑤
年
金
が
一
時
差
し
止
め
に
な
っ
た

◉
普
通
徴
収

　

年
金
額
が
年
額
18
万
円
未
満
の
人
は
、

送
付
さ
れ
る
納
付
書
で
納
付
し
て
く
だ
さ

い
。
納
付
に
は
口
座
振
替
が
便
利
で
す
。

納
期
前
の
保
険
料
を
ま
と
め
て
納
付
す
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。

※
徴
収
方
法
の
選
択
は
で
き
ま
せ
ん
。

○
お
知
ら
せ

　
特
別
な
理
由
な
く
介
護
保
険
料
を
納
め

な
い
で
い
る
と
、
滞
納
し
て
い
た
期
間
に

応
じ
て
保
険
給
付
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
災
害
な
ど
特
別
な
事

情
に
よ
り
一
時
的
に
保
険
料
が
納
め
ら
れ

な
く
な
っ
た
と
き
は
、
徴
収
猶
予
や
減
免

が
受
け
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、

税
務
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課
☎（
21
）０
２
１
４

　

今
回
の
改
定
に
あ
た
っ
て
は
、
第
８

期
計
画
以
降
の
保
険
料
の
動
向
も
見
据

え
、
介
護
給
付
費
準
備
基
金
の
約
半
分
の

取
り
崩
し
と
保
険
料
段
階
の
多
段
階
化
に

よ
り
、
基
準
保
険
料
を
１
人
当
た
り
月
額

２
８
７
円（
年
額
３
４
４
４
円
）の
上
昇
抑

制
を
図
り
ま
し
た
。

　
相
互
扶
助
の
精
神
を
基
本
と
し
た
介
護

保
険
制
度
に
、
被
保
険
者
皆
さ
ん
の
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
介
護
保
険
課
☎（
21
）０
２
９
９

所得
段階 対象者

保険料（年額・円）
第６期

（平成27
～ 29年度）

第７期
（平成30～

32年度）

第１段階
世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税

・本人が老齢福祉年金受給権
者で、生活保護の被保護者
・本人の課税年金収入額と合
計所得金額の合計が 80 万円
以下の人

30,240 34,020

第２段階
本人の課税年金収入額と合計
所得金額の合計が 80 万円を
超え 120万円以下の人

43,680 49,140

第３段階 第１段階と第２段階に含まれ
ない人 50,400 56,700

第４段階
市
民
税
世
帯
課
税

本
人
非
課
税
者

課税年金収入額＋合計所得金
額が 80万円以下の人 57,120 64,260

第５段階 第４段階に含まれない人 67,200 75,600

第６段階

市
民
税
課
税
者

合計所得金額が 120 万円未
満の人 87,360 98,280

第７段階 合計所得金額が 120 万円以
上 200万円未満の人 90,720 102,060

第８段階 合計所得金額が 200 万円以
上 300万円未満の人 104,160 117,180

第９段階 合計所得金額が 300 万円以
上 400万円未満の人 110,880 124,740

第10段階 合計所得金額が 400 万円以
上 600万円未満の人 124,320 139,860

第11段階 合計所得金額が 600 万円以
上 800万円未満の人 137,760 154,980

第12段階 合計所得金額が800万円以上
の人 141,120 158,760

平
成
30
年
度
か
ら
の
介
護
保
険
料
の
お
知
ら
せ

保
険
料
の
上
昇
抑
制

65
歳
以
上
の
人
の
保
険
料
の
納
め
方

所得金額とは、前年の１月１日から 12月 31 日までの１年間の収入か
ら必要経費を差し引いたものです。複数の所得がある場合には、全て合
計します。（合計所得金額）

心
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
　

支
え
合
い
助
け
合
う
安
心
の
ま
ち

　
計
画
で
は
、
制
度
改
正
や
課
題
を
踏
ま

え
「
心
の
つ
な
が
り
を
大
切
に　
支
え
合

い
助
け
合
う
安
心
の
ま
ち
」
を
基
本
理
念

と
し
、
①
介
護
予
防
・
生
活
支
援
・
健
康

地
域
支
援
事
業
の
推
進

　
地
域
支
援
事
業
で
は
、
平
成
29
年
度
か

ら
開
始
し
た
「
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支

援
総
合
事
業
」
と
「
包
括
的
支
援
事
業
」、

「
任
意
事
業
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
「
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事

業
」
で
は
、
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
と
通
所
型

サ
ー
ビ
ス
の
充
実
に
取
り
組
む
と
と
も

に
、
高
齢
者
の
介
護
予
防
を
目
的
と
し
た

サ
ー
ビ
ス
や
、
生
活
習
慣
病
な
ど
を
防
ぐ

た
め
の
健
康
づ
く
り
の
支
援
を
引
き
続
き

実
施
し
ま
す
。

　
「
包
括
的
支
援
事
業
」
で
は
、
地
域
包

括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
強
化
・
推
進
に
向

け
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
機
能
強

化
、
認
知
症
施
策
な
ど
を
推
進
し
ま
す
。

ま
た
、
医
療
と
介
護
の
連
携
を
図
る
た

介護保険給付の財源構成 第７期（第５段階）
基準保険料（月額）

287円

国＋県＋市

50％

65歳以上の保険料

23％

40～64歳の保険料

27％
6,587円 6,300円

上昇抑制額

⑤
介
護
保
険
制
度
の
持
続　
の
５
つ
を
基

本
目
標
と
し
ま
し
た
。

　
こ
の
目
標
を
実
現
す
る
た
め
、
高
齢
者

を
地
域
全
体
で
支
え
る
体
制
づ
く
り
を
推

進
し
て
い
き
ま
す
。

地
域
支
援
事
業

介護予防・日常生活支援総合事業
○介護予防・生活支援サービス事業
　・訪問型サービス・通所型サービス
　・生活支援サービス
　・介護予防支援事業（ケアマネジメント）
○一般介護予防事業
包括的支援事業
○地域包括支援センターの運営　○在宅医療・介護連携の推進
○認知症施策の推進　　　　　　○生活支援体制整備事業
任意事業
○介護給付費適正化事業　○家族介護支援事業　○その他

本来の
保険料

上昇抑制に
よる保険料

増
進　
②
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
強

化
・
推
進　
③
在
宅
医
療
と
介
護
の
連
携

推
進　
④
高
齢
者
に
優
し
い
地
域
づ
く
り　 高齢者数および高齢化率の推計

高梁市高齢者保健福祉計画・
第７期介護保険事業計画

め
、
包
括
的
、
継
続
的
な
連
携
支
援
体
制

の
整
備
や
多
職
種
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
体

制
を
強
化
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー

ビ
ス
で
高
齢
者
の
生
活
支
援
に
取
り
組
み

ま
す
。

問
介
護
保
険
課
☎（
21
）０
２
９
９

※
計
画
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
掲
載
し

て
い
ま
す
。

※
平
成
30
年
１
月
19
日
か
ら
２
月
８
日
ま

で
実
施
し
た
意
見
募
集（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ

メ
ン
ト
）で
の
ご
意
見
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

14H30 (2018) ４月15 H30 (2018) ４月


